
聖籠町児童クラブ条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２６年１２月１６日 

聖籠町長 渡 邊 廣 吉 

聖籠町条例第２１号 

聖籠町児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 聖籠町児童クラブ条例（平成１５年条例第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「小学校低学年児童」を「小学校就学児童」に改める。  

第２条第１号中「聖籠町立蓮野小学校内」を「聖籠町大字蓮野１５

１０番地」に改める。  

第３条中「３年生」を「６年生」に改める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の聖籠町児童クラブ条例の規定は、平成２７年４月１日以

降の入所児童から適用する。  


